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かながわ消費生活
身近にこんなトラブルが！
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神奈川県県民局くらし県民部消費生活課 発行 ご自由にコピー・回覧していただき、消費者被害の未然防止にお役立てください。

消費生活課 ニャン吉

消費生活相談は
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局番なし
（身近な消費生活相談窓口につながります。）

◆副業サイトや投資情報サイトなどを介して販売される、お金の儲け方などに関する情報

を「情報商材」と呼びます。消費生活センターにはこれらの相談が多く寄せられています。

◆「簡単に」「短時間で」「確実に儲かる」と

いった広告で誘う一方、情報を得るためには高額

な支払いが必要で、追加の支払いを求められる事

があります。

◆また、情報の内容も広告と大きく異なったり、

難解で使えないようなものがあります。

◆契約後に事業者と連絡が取れなくなったり、解

約・返金が困難なケースが多く見受けられます。

安易に契約することは絶対にやめましょう！

「簡単に」「短時間で」「確実に」

大金を稼げる、おいしい話などありません！

SNSで知り合った人に紹介されたサイトの「簡単に１か月○万円稼げる」

「サポートも万全」という広告を見て、情報商材を購入。しかし、手順通

り作業しても全く儲からない。質問してもサポートは何もしてくれない。

事例



困ったときは、一人で悩まず地元市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう

神奈川県

県民局くらし県民部消費生活課（かながわ中央消費生活センター）相談第二グループ
消費生活課ホームページ http://www.pref.kanagawa.jp/div/0207/

Facebook（かながわの消費生活） https://www.facebook.com/kanagawa.shouhi/

横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2  〒２２１ -０８３５
電話：０４５ -３１２ -１１２１（代表）／FAX:０４５ -３１２ -３５０６

弁護士、司法書士、ファイナンシャルプランナーなどが、多重債務や住宅ローン等お金のやりくり

でお悩みの方の相談について、債務整理の方法や生活再建支援のアドバイスを無料で行います。

借金返済のために借金をしている方や債務整理などでお悩みの方、この機会に是非ご相談ください！

○11/24(金)及び11/30(木)の横浜市役所の会場では、法律相談のみ25分以内で、生活再建支援相談の実施はありません。

○11/30(木)及び12/7(木)の相模原市北消費生活センターの会場では、法律相談のみ40分以内で、生活再建支援相談の実施はありません。

○12/6(水)の鎌倉市役所の会場では、法律相談のみで、生活再建支援相談の実施はありません。

○11/29(水)の座間市役所及び12/7(木)の伊勢原市役所の会場では、昼休みの時間があります。

◆法律相談、生活再建支援相談の時間は、それぞれ30分以内です。

◆来場の際の持ち物

①本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など) ②債務の状況がわかるもの(契約書、領収書など)

③収入状況、財産状況がわかるもの(源泉徴収票、給与明細書など)

【お問合せ先】かながわ中央消費生活センター 電話０４５－３１２－１１２１（内線）２６５１

あきらめないで！悩まないで！

～家計・お金に係る特別相談会～


